
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
宮
城
県
庁
県
民
第
一
駐
車
場
及
び
宮
城
県
庁
県
民
第
二
駐
車
場
の
使
用
に
係
る
使
用

　

料
の
徴
収
事
務
の
委
託 

（
管　

財　

課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
付
保
義
務
の
同
意
成
立 

（
水
産
業
振
興
課
）　

　

一

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

一

〇
指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し 

（　
　

同　
　

）　

　

二

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

二

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
二
六
八
号
中 

三

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
庁
県
民

第
一
駐
車
場
及
び
宮
城
県
庁
県
民
第
二
駐
車
場
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方　

　
　

仙
台
市
青
葉
区
中
央
二
丁
目
十
一
番
二
十
三
号

　
　

日
信
防
災
株
式
会
社
東
北
支
店

二　

委
託
期
間

　
　

宮
城
県
庁
県
民
第
一
駐
車
場　

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　

宮
城
県
庁
県
民
第
二
駐
車
場　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
五
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｏ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

丸
山　

沙
織

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
一
丁
目
四
十
番
四
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
向
け
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
開
発
を
行
い
、
東
日
本
大
震
災
で

被
災
し
た
福
島
・
宮
城
や
関
東
圏
の
避
難
所
な
ど
を
ま
わ
っ
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

シ
ョ
ー
を
子
ど
も
達
に
見
て
も
ら
っ
た
り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
の
握
手
会
・
撮
影

会
や
ゲ
ー
ム
大
会
な
ど
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
達
の
心
の
ケ
ア
を

図
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
宮
城
、
福
島
の
特
産
品
、
名
産
品
、

観
光
地
を
シ
ョ
ー
の
中
に
盛
り
込
む
と
と
も
に
、
各
地
域
の
特
産
・
名
産
品
・
観

光
地
を
ｗ
ｅ
ｂ
上
で
動
画
に
て
紹
介
す
る
こ
と
で
、
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与

す
る
こ
と
も
目
指
す
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査

し
た
結
果
、
気
仙
沼
地
区
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め

る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（1）　 平成23年７月５日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2270号　　 
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一　

組
合
の
名
称

　
　

岩
沼
市
朝
日
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
三
十
一
号

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
を
退
任
し
た
者

　
　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　
　

吉　

田　

幹　

雄　
　

岩
沼
市
桜
二
丁
目
五
番
五
号

　
　
　

大　

友　

孝　

幸　
　

岩
沼
市
朝
日
二
丁
目
三
番
七
号

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

松
島
町
東
磯
崎
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
元
釜
家
二
番
地
四

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
を
退
任
し
た
者

　
　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　
　

澁　

谷　

邦　

夫　
　

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
十
一
番
地

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　
　
�
　

橋　

幸　

彦　
　

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
九
十
一
番
地
の
十
二

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

岩
沼
海
浜
緑
地

二　

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

社
団
法
人
宮
城
県
建
設
セ
ン
タ
ー

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
一
番
二
十
号

三　

指
定
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

指
定
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

第2270号　平成23年７月５日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
阿
羅
田
七
十
五
番
一
、

七
十
六
番
一
、
七
十
七
番
、
七
十
八
番
、
八
十
番
、
八
十

三
番
、
八
十
四
番
、
八
十
五
番
、
九
十
一
番
、
九
十
七
番
、

九
十
八
番
、
九
十
九
番
、
百
番
一
、
百
一
番
一
、
百
二
番

一
、
百
三
番
及
び
百
四
番
一
並
び
に
四
十
二
番
二
、
七
十

四
番
、
七
十
五
番
二
、
七
十
六
番
二
、
七
十
九
番
、
八
十

一
番
、
八
十
二
番
、
八
十
六
番
、
八
十
六
番
一
、
九
十
二

番
一
、
九
十
三
番
一
、
九
十
四
番
、
九
十
五
番
、
九
十
六

番
、
百
番
三
、
百
一
番
三
、
百
二
番
二
、
百
四
番
二
、
百

五
番
及
び
百
五
十
番
の
各
一
部
、
並
び
に
同
字
阿
羅
田
七

十
九
番
地
先
の
道
、
百
番
三
地
先
の
道
、
七
十
五
番
一
地

先
の
水
、
八
十
六
番
地
先
の
水
及
び
九
十
五
番
地
先
の
水

の
各
一
部

　

登
米
市



　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
二
六
八
号
（
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
八
日
付
け
）
中

（3）　 平成23年７月５日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2270号　　 

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
小
池
前
四
十
七
番
、
四

十
八
番
、
四
十
九
番
、
五
十
番
、
五
十
一
番
、
五
十
二
番
、

五
十
三
番
、
五
十
四
番
一
、
五
十
四
番
二
、
五
十
五
番
一
、

五
十
五
番
二
、
五
十
六
番
、
五
十
七
番
一
、
五
十
七
番
二
、

五
十
八
番
、
五
十
九
番
、
六
十
番
、
六
十
一
番
、
六
十
二

番
、
六
十
四
番
、
六
十
五
番
二
、
七
十
五
番
一
、
七
十
五

番
二
、
七
十
五
番
三
、
七
十
六
番
一
、
七
十
六
番
二
、
七

十
六
番
三
、
七
十
八
番
一
、
七
十
八
番
二
、
七
十
八
番
三
、

七
十
八
番
六
、
七
十
八
番
七
、
七
十
八
番
八
、
七
十
九
番
、

八
十
番
、
八
十
一
番
、
八
十
二
番
、
百
二
十
三
番
二
、
百

二
十
四
番
一
、
百
二
十
四
番
二
、
百
二
十
五
番
、
百
二
十

六
番
一
、
三
百
四
十
三
番
、
三
百
四
十
四
番
及
び
三
百
四

十
五
番
並
び
に
五
番
、
六
番
一
、
六
番
二
、
十
番
、
十
一

番
、
十
二
番
、
十
三
番
、
十
五
番
、
十
九
番
、
二
十
番
、

二
十
一
番
、
二
十
三
番
、
二
十
五
番
、
二
十
七
番
、
四
十

六
番
、
六
十
六
番
二
、
七
十
番
、
七
十
一
番
、
七
十
二
番
、

七
十
三
番
一
、
八
十
三
番
、
八
十
四
番
、
百
十
四
番
、
百

二
十
一
番
一
、
百
二
十
二
番
、
百
二
十
三
番
一
、
百
二
十

八
番
二
及
び
百
二
十
九
番
一
の
各
一
部
並
び
に
三
十
九
番

二
地
先
の
水
、
五
十
五
番
一
地
先
の
水
、
五
十
六
番
地
先

の
水
、
七
十
一
番
地
先
の
水
、
七
十
八
番
一
地
先
の
水
及

び
百
二
十
二
番
地
先
の
水
の
各
一
部
、
同
字
宿
十
番
一
、

十
番
二
、
十
一
番
一
、
十
一
番
二
、
十
一
番
三
及
び
三
十

九
番
二
の
各
一
部

　

登
米
市

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
矢
本
字
四
反
走
六
十
二
番

　

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
堀
切
二
十
一－

十
二　
　
　

 

有
限
会
社
成
田
不
動
産　
　
　
　

ペ
ー
ジ

一
七

一
七

一
七

段上上上

行
後
ろ
か

ら
七　

後
ろ
か

ら
六　

後
ろ
か

ら
四　

正

学
級
編
制

学
級
編
制

学
級
編
制

　
　
　
　
　
　
　

誤

学
級
編
成

学
級
編
成

学
級
編
成


